
知的な遅れ
を伴うことも
ある

自 閉 症

アスペルガー症候群

広汎性発達障害 （PDD）

代表的な発達障害

● 基本的に、言葉の発達の遅れはない
● コミュニケーションの障害
● 対人関係・社会性の障害
● パターン化した行動、興味・関心のかたより
● 不器用（言語発達に比べて）

（参考） 発達障害に関連して使われることのある用語
・強度行動障害：激しい自傷や他害などがあり、特別な支援が必要な状態。
・高機能：知的な遅れを伴わないこと。
・自閉症スペクトラム障害(ASD)：広汎性発達障害（PDD）とほぼ同義。
・発達凸凹（でこぼこ）：発達の状態や能力に差異はあるが社会的不適応を示していないケースについて、 「障害」や「発達障害」という言葉を使わず、

表現するもの。

注意欠陥多動性障害 AD/HD
● 不注意（集中できない）
● 多動・多弁（じっとしていられない）
● 衝動的に行動する（考えるよりも先に動く）

学習障害 LD
● 「読む」、「書く」、「計算する」等の能力が、
全体的な知的発達に比べて極端に苦手

● 言葉の発達の遅れ
● コミュニケーションの障害
● 対人関係・社会性の障害
● パターン化した行動、こだわり

※このほか、トゥレット症候群や吃音（症）なども
発達障害に含まれる。



Ⅱ 主な趣旨
○発達障害者に対する障害の定義と発達障害への理解の促進

○発達生活全般にわたる支援の促進

○発達障害者支援を担当する部局相互の緊密な連携の確保、関係機関との協力体制の整備 等

Ⅲ 概要

定義：発達障害＝自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、

注意欠陥多動性障害などの脳機能の障害で、通常低年齢で発現する障害

○乳幼児健診等に

よる早期発見

○早期の発達支援

○就学時健康診断における発見

○適切な教育的支援・支援体制の

整備

○放課後児童健全育成事業の利用

○専門的発達支援

○発達障害者の特性に応じた

適切な就労の機会の確保

○地域での生活支援

○発達障害者の権利擁護

【都道府県】 発達障害者支援センター（相談支援・情報提供・研修等）、専門的な医療機関の確保 等

【国】専門的知識を有する人材確保（研修等）、調査研究 等

就学前（乳幼児期） 就学中（学童期等） 就学後（青壮年期）

Ⅰ ねらい

Ⅰ これまでの主な経緯
昭和５５年 知的障害児施設の種類として新たに医療型自閉症児施設及び福祉型自閉症児施設を位置づけ
平成５年 強度行動障害者特別処遇事業の創設（実施主体：都道府県等）
平成１４年 自閉症・発達障害者支援センター運営事業の開始（広汎性発達障害者を対象とした地域支援の拠点の整備の推進）
平成１６年１２月 超党派の議員立法により発達障害者支援法が成立 → 平成１７年 ４月 施行
平成２２年１２月 発達障害が障害者に含まれるものであることを障害者自立支援法、児童福祉法において明確化
平成２８年５月 超党派の議員立法により「発達障害者支援法の一部を改正する法律」が成立

発達障害者支援法の全体像



地域生活支援事業における発達障害児者支援関係予算

令和５年度予算案額

地域生活支援事業費補助金 50,685,468千円の内数（50,585,468千円の内数）

〇発達障害者支援体制整備（都道府県任意事業） 392,821千円（392,821千円）

〇発達障害児者地域生活支援モデル事業（都道府県・市町村任意事業） 20,373千円（20,373千円）

〇かかりつけ医等発達障害対応力向上研修事業（都道府県任意事業） 19,408千円（19,408千円）

〇発達障害児者及び家族等支援事業（都道府県・市町村任意事業） 163,281千円（163,281千円）

〇発達障害診断待機解消事業（都道府県任意事業） 92,909千円（92,909千円）

・発達障害専門医療機関初診待機解消事業
・発達障害専門医療機関ネットワーク構築事業

地域生活支援促進事業 5,938,887千円の内数（ 5,924,272千円の内数）

世界自閉症啓発デー普及啓発関係予算

〇発達障害者支援センター運営事業（都道府県必須事業）

〇発達障害者支援地域協議会（都道府県必須事業）

〇家庭・教育・福祉連携推進事業（市町村任意事業）

予算の範囲内で国が50/100以
内を補助できる予算

国が１／２を補助する予算

※括弧書きの金額は前年度予算額 2



発達障害者支援に関する主な施策について

発達障害者支援法において、国や地方公共団体等が発達障害者への支援（早期発見、早期支援、保
育、教育、就労支援、地域での生活支援、家族等への支援、人材の確保 等）を推進するよう規定されて
おり、具体的には、主に以下の施策を講じている。

総合的な支援

・「発達障害者支援センター」における相談支援等
・発達障害者支援体制整備事業［都道府県・指定都市］（発達障害者地域支援マネジャーの配置 等）

早期の発見・早期の診断
・かかりつけ医等発達障害対応力向上研修事業［都道府県・指定都市］
・発達障害専門医療機関初診待機解消事業［都道府県・指定都市］

地域での継続的な医療の対応
・発達障害専門医療機関ネットワーク構築事業［都道府県・指定都市］

発達障害児への発達支援
・児童福祉法に基づく給付（児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援）

・巡回支援専門員整備（地域障害児支援体制強化事業として実施）

家族等への支援
・発達障害児者及び家族等支援事業［都道府県・市町村］

（ペアレントトレーニング、ペアレントプログラムの実施 等）

関係機関の連携
・家庭・教育・福祉連携推進事業［市町村］
（地域連携推進マネジャーを配置し、教育・福祉・家庭の関係構築の場の設置や合同研修等を実施。）

人材育成
・国立障害者リハビリテーションセンターや国立精神・神経医療研究センターにおいて各種
研修の実施 3



○家族支援のための人材育成
（家族の対応力向上）

・ペアレントトレーニング
・ペアレントプログラム
（当事者による助言）

・ペアレントメンター 等

○当事者の適応力向上のための人材育成
・ソーシャルスキルトレーニング 等

○アセスメントツールの導入促進
・Ｍ－ＣＨＡＴ、ＰＡＲＳ-ＴＲ 等

発達障害者支援体制整備事業

乳幼児期から成人期における各ライフステージに対応する一貫した支援の提供を目的として、関係機関等によるネットワーク

の構築や、ペアレントメンター・ペアレントトレーニング等の導入による家族支援体制の整備、発達障害特有のアセスメント

ツールの導入を促進するための研修会等の開催を行っている。また、地域の中核である発達障害者支援センターの地域支援機能

の強化を図るため、「発達障害者地域支援マネジャー」の配置を行い、市町村・事業所・医療機関との連携や困難ケースへの対

応を行っている。

令和４年度予算では、近年の発達障害関係の相談件数の増に伴う困難事例の増等に対応するため、発達障害者地域支援マネ

ジャーの体制強化として、全ての都道府県・指定都市で２名のマネジャーを配置し、困難事例への対応促進等を図ることで、更

なる地域支援機能の強化を進める。

連携

連携

都道府県・指定都市

１．住民にわかりやすい窓口の設置や
連絡先の周知

２．関係部署との連携体制の構築
（例：個別支援ファイルの活用・普及）

３．早期発見、早期支援等（ペアレントトレーニング、ペアレントプログラム、
ペアレントメンター、ソーシャルスキルトレーニング）の推進
・人材確保／人材養成
・専門的な機関との連携
・保健センター等でアセスメントツールを活用

市町村

展開・普及

○発達障害者支援センター
・発達障害者及びその家族からの相談に
応じた適切な助言等の実施（直接支援）

・関係機関との連携強化や各種研修の実施
による地域での総合的な支援体制の整備
の推進（間接支援）

○発達障害者地域支援マネジャー
・市町村・事業所・医療機関との連携
及び困難事例への対応等による地域
支援の機能強化を推進
(主に発達障害者支援センターへ配置)

→体制の強化による困難事例等への
対応促進

相談、コンサルテーションの実施

派遣・サポート

○自治体内の支援ニーズや支援体制の現状等
を把握。市町村又は障害福祉圏域ごとの支
援体制の整備の状況や発達障害者支援セン
ターの活動状況について検証

○センターの拡充やマネジャーの配置、その
役割の見直し等を検討

○家族支援やアセスメントツールの普及を
計画
※年２～３回程度開催

発達障害者支援地域協議会 研修会等の実施



発達障害児者及び家族等支援事業

ペアレントメンター養成等事業

・ペアレントメンターに必要な研修の実施
・ペアレントメンターの活動費の支援
・ペアレントメンター・コーディネーターの配置 等

・同じ悩みを持つ本人同士や発達障害児を持つ
保護者同士、きょうだい同士等の集まる場の提供
・集まる場を提供する際の子どもの一時預かり 等

・発達障害児者の適応力向上のためのソーシャル
スキルトレーニング（ＳＳＴ）の実施 等

家族のスキル向上支援事業

ピアサポート推進事業 その他の本人・家族支援事業

・保護者に対するペアレントプログラム、
ペアレントトレーニングの実施 等

【事業概要】
発達障害者の家族が互いに支え合うための活動等を行うことを目的とし、ペアレントメンターの養成や活動の支援、
ペアレントプログラム、ペアレントトレーニングの導入、ピアサポートの推進及び青年期の居場所作り等を行い、発達
障害児者及びその家族に対する支援体制の構築を図る。

【実施主体】都道府県、市区町村 【補助率】１／２

・ワークショップ等の開催による青年期の発達障害者同
士が交流する機会の提供 等

発達障害者等青年期支援事業

5

Ｈ３０より実施



発達障害児の子育て経験のある親であって、その育児経験を活かし、子どもが発達障害の

診断を受けて間もない親などに対して相談や助言を行う人。

専門家、習熟した職員
による実施

関係図

ペアプロ（ペアトレへの導入）

ペアトレ

支援の内容等

ペアレントメンター
●条件
・自分も発達障害者の親
・しかるべき人からの推薦
・守秘義務への同意
等

・経験を共有
・必要な情報を提供

親
●ペアレントメンターの紹介が必要
となる状況の例
・診断を受けた後に悲しみを感じて
いる
・支援を受けるまでの順番待ちを
している間に不安を感じている

地域の保育士、保健師等
による実施

・ペアレントトレーニング（ペアトレ）

行動理論をベースとして環境調整や子どもへの肯定的な働きかけを学び、保護者や養育者の関わり方や心

理的なストレスの改善、子どもの適切な行動の促進と不適切な行動の改善を目的とする。

・ペアレントプログラム（ペアプロ）

地域での普及を図るために開発された簡易的なプログラム。子どもの行動修正までは目指さず、「親の認知

を肯定的に修正すること」に焦点を当てる。発達障害やその傾向の有無に関わらず有効とされている。

-6-
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かかりつけ医等発達障害対応力向上研修事業

かかりつけ医等の医療従事者

国

専門医等がいる病院

国立精神・神経医療研究センター

【指導者養成研修】（国の研修）・・・令和2年度より改変

・発達障害者支援研修 指導者養成研修パートⅠ～Ⅲ

地
方

専門医等の医療従事者
都道府県・政令市

発達障害児者と家族

連携

・初診の対応

・重篤な症状の場合
専門機関の紹介

・専門的な診療

・症状が落ち着いた
場合のかかりつけ
医の紹介

【事業概要】
発達障害における早期発見・早期支援の重要性に鑑み、最初に相談を受け、又は診療することの多い小児科医などのかかり

つけ医等の医療従事者に対して、発達障害に関する国の研修内容を踏まえた対応力向上研修を実施し、どの地域においても一
定水準の発達障害の診療、対応を可能とし、早期発見・早期支援の推進を図る。

【実施主体】都道府県、指定都市 【補助率】１／２

地域の医療機関、診療所

指導者養成研修

【本事業の補助対象】

かかりつけ医等発達障害対応
力向上研修



発達障害診断待機解消事業

【事業概要】

地域における発達障害の診断待機を解消するため、「発達障害専門医療機関初診待機解消事業」及び「発達障害専門医療機

関ネットワーク構築事業」 を実施し、発達障害を早期に診断する体制を確保する。

【実施主体】 都道府県、指定都市（事業の一部について委託可）

【令和４年度予算額】 92,909千円（92,909千円）

発達障害の診断をする医療機関の行うアセスメント等に関し

て、次の内容を取り組む。

〇アセスメント強化（以下の全部又は一部を実施）

・発達障害にかかるアセスメント対応職員の医療機関への

配置

・地域の児童発達支援センターや発達障害者支援センター

等でのアセスメントの実施

（実施内容は診断する医療機関に引き継ぐ）

・医療機関にケースワーカー等を配置し、子どもが通う施設

（例:市町村の保健センターや保育所等）に出向いて情

報提供や行動観察を依頼

〇効果測定

アセスメント強化の方法や実施した上での診断待機の改

善状況、発見された課題等について有識者を加えて検討

し、報告書を作成

発達障害専門医療機関初診待機解消事業

発達障害に関して高度な専門性を有する地域の拠点医療

機関を選定し、次の内容を取り組む。

〇人材育成・実地研修

地域の医療従事者への専門技術に関する研修や診療

等への陪席の実施 など

〇情報収集・提供

受診希望の当事者や家族に対する診療可能な医療

機関の情報提供 など

〇ネットワーク構築・運営

地域の医療機関同士の会議体を構成し、意見交換

等を実施

〇発達障害医療コーディネーターの配置

医療機関やその他関係機関、当事者及びその家族と

の連絡・調整

発達障害専門医療機関ネットワーク構築事業

両事業を併せて実施することで効率的な事業実施を図る



家庭・教育・福祉連携推進事業

教育と福祉の連携については、地域での切れ目ない支援が求められており、厚生労働省・文部科学省におい

て「家庭と教育と福祉の連携「トライアングル」プロジェクト」を立ち上げ、報告をとりまとめた。各市町村
がこの報告書における教育と福祉の連携を推進し、保護者支援を推進するための方策を実施し、その検証結果
について報告を行う事業を実施する。

教育・福祉の連携を強化し、障害のある子どもとその家族の地域生活の向上を
図るため、家庭・教育・福祉をつなぐ「地域連携推進マネジャー」を市町村に配
置し、

①教育と福祉の連携を推進するための方策
○教育委員会、福祉部局、学校、障害児通所支援事業所の関係構築の場の設置
○障害福祉制度の周知を図るための福祉部局と教育委員会等による合同研修の実施

②保護者支援を推進するための方策
○保護者支援のために相談窓口を整理し、ハンドブックの作成

等の連携方策を実施する。

市町村単位で
家庭・教育・福祉の連携を実現！！

※スタートアップの費用として活用することを想定しているため、補助対象は事業開始から３年以内に限る。

R1開始



世界自閉症啓発デー（４月２日）、発達障害啓発週間（４月２日～８日）

【国連における採択】
〇平成１９年１２月、国連総会においてカタール国の提出した議題「４月２日を世界自閉症啓発デーに定める」決議をコンセンサス
（無投票）採択。
決議事項
・ ４月２日を「世界自閉症啓発デー」とし、２００８年以降毎年祝うこととする。
・全ての加盟国や、国連その他の国際機関、ＮＧＯや民間を含む市民社会が、「世界自閉症啓発デー」を適切な方法によって祝うこ
とを促す。

・それぞれの加盟国が、自閉症のこどもについて、家庭や社会全体の理解が進むように意識啓発の取り組みを行うように促す。
・事務総長に対し、この決議を全ての加盟国及び国連機関に注意喚起するよう要請する。

〇平成２０年４月以降国連事務総長がメッセージを発出。併せて、世界各地で当事者団体等がイベント等を開催。

＜啓発ポスター＞ ＜オフィシャルHP＞


